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文書起案

◎内閣官房・内閣府の保存期限到来間近の行政文書（現状は平

成２０年度末保存期限到来資料）の一部を現状の管理権限のまま

受け入れ、保管しています。

◎今後、保管文書の移管・廃棄に向けた選別を行い、中間書庫制

度検討に向けた課題の把握をしていく予定です。

◎内閣官房・内閣府の保存期限到来間近の行政文書（現状は平

成２０年度末保存期限到来資料）の一部を現状の管理権限のまま

受け入れ、保管しています。

◎今後、保管文書の移管・廃棄に向けた選別を行い、中間書庫制

度検討に向けた課題の把握をしていく予定です。

内閣官房・内閣府「中間書庫」（パイロット事業）の概要

開設時期

面積

書架延長

場所

平成１９年１１月

約１００㎡（平成20年4月現在）

約１１０ｍ（平成20年4月現在）

港区海岸３丁目２２－２３
（ＭＳＣｾﾝﾀｰビル内）

概要
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諸外国の中間書庫(未定稿）

国名 移送対象 移送時期 任意性 中間書庫に
おける評価選別

情報公開

アメリカ 一部 記録処分
スケジュールに
定める時期

任意 原則行わない
（既に評価選別済）

各省

オースト
ラリア

一部
(特に永久保存と
選別されたもの)

各省が希望する
時期
（遅くとも作成後
25年）

任意 行わない
（既に評価選別済）

各省

ドイツ 全ての公文書 作成から
一定年経過後

義務
(国防省/外務省
を除く)

公文書館本館の
アーキビストが
評価選別

(現行では
制度なし)

フランス (各省に中間書庫
を設置)

作成から
一定年経過後

義務 アーキビストが各
省庁（一部常駐）で
評価選別

各省

※イギリス国立公文書館においては、現在、中間書庫業務は行われていない。
(1950年から中間書庫として使用していた施設(旧兵器工場)が96年に防衛省に返還された等の事情から)
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国名 特徴 日本で導入する場合の課題

アメリカ •記録作成後早期に評価選別し、
記録処分スケジュールで
移送文書とその時期を決定
(法令に基づき、公文書館が承認）

•移送は任意

•記録処分スケジュールを導入し、
公文書館の現用記録管理への
指導承認権限を確立する必要

オースト
ラリア

•記録作成後早期に評価選別
（法令に基づき、公文書館が承認

•移管と決定した文書のみを作成後
25年までに中間書庫に移送（任意）

•現在は保存期間満了時に行っている
移管文書の決定を、各省と公文書館
の協議により文書作成後早期に行う
しくみが必要

ドイツ •全ての公文書を作成から一定年
経過後に移送することを義務付

•公文書館アーキビストが中間書庫
で評価選別を行う

•全公文書の移送と公文書館による
評価選別を可能にする制度が必要

•大規模で立地の良い保存施設、
評価選別のための専門人材が必要

フランス •各省に中間書庫を設置、一定年
経過後の移送を義務付け

•公文書館アーキビストが同意を
得た上、一部省に常駐

•各省に対し中間書庫の設置とアーキビ
ストの配置を義務付ける制度が必要

•各省を指導できる国立公文書館専門
人材の養成と確保が必要

＊移送＝中間書庫への文書の移動 移管＝国立公文書館への最終的な移管
３


